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第２４回期 

第３６回浅川町農業委員会総会 議事録 
 

１ 開催日時 令和５年６月１５日（木） 午後１時４５分から午後２時１５分 

 

２ 開催場所 浅川町役場 ２階大会議室 

 

３ 出席委員（委員１０人・推進委員１１人） 

会     長     １０番 江田 久男 

会長職務代理者      ９番 八旗 正紀 

委     員      １番 小針 充則 

同         ２番 酒井 秀忠 

同         ３番 鈴木 政吉 

同         ４番 関根 辰三 

同         ５番 佐川 健二 

同         ６番 小室 勝弘 

同         ７番 薄井 良男 

同         ８番 鈴木 勝志 

推 進 委 員（ 浅 川 ・ 滝 輪 ）石塚 隆晴 

   同   （里白石・福貴作）小宅 善一 

同   （里白石・福貴作）我妻 秀雄 

同   （ 簑 輪 ・ 袖 山 ）小針 弘之 

同   （ 大 草 ）佐川 光一 

同   （東大畑・畑田）白川 清一 

同   （小貫・太田輪）近藤  近 

同   （ 山 白 石 ）生田目重好 

同   （ 〃 ）鈴木 輝雄 

同   （   染   ）岡部 多重 

同   （ 中 根 松 ）市川 喜一 

 

４ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

第３ 議案第７４号 農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定について 

         １件 

議案第７５号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対する意見 

決定について                      １件 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長  坂本 克幸 

主  事  鈴木 勇太 

６ 会議の概要 
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一同ご起立願います。礼、着席願います。 

それでは、会長より開会と招集のご挨拶をいたします。 

 

 ただいまから第３６回浅川町農業委員会総会を開会いたします。 

 本格的に梅雨入りとなりました。雨が止んだ晴れ間の間に農作業をするという

日が続くと思います。今年は、エルニーニョ現象が発生すると予測されています。

この現象によりこの夏は、気温が低く日照時間が少なくなる傾向にあると言われ

ています。農家にとっては、大変なことです。農作物の管理には、十分気を付け

て頂きたいと思います。委員としての残された活動もあと、１カ月となってきま

した。しっかりと努めて参りたいと思います。 

本日の提出される議案は２件です。皆さまには慎重かつ円滑な審議を賜ります

よう宜しくお願い申し上げ、あいさつといたします。  

 

 本日の出席委員は１０名中９名です。 

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の定足数に達しておりますので、第

３６回浅川町農業委員会総会は成立しました。 

なお、推進委員の出席は１１名中１１名です。 

 

 議事日程第１の議事録署名委員の指名についてお諮りいたします。 

 浅川町農業委員会会議規則第１８条第２項に規定する議事録署名委員ですが、

会長指名することで、ご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 異議なしと認め、４番、関根辰三委員、５番、佐川健二委員を指名いたします。 

 次に、議事日程第２の会議書記の指名を行います。書記には事務局職員の鈴木

主事を指名いたします。 

 

それでは、議事日程第３、議案第７４号、農地法第３条の規定による許可申請

に対する意見決定について上程いたします。事務局より議案の朗読を求めます。 

 

 【議案朗読】 

 

 議案第７４号①について、東大畑・畑田地区推進委員の白川清一晴委員の調査

報告及び意見を求めます。 

 

 はい。畑田・東大畑地区担当の推進委員白川清一です。 

 議案第７４号、農地法第３条の①についての調査結果の報告及び意見を申し上

げます。譲渡人 根岸字森際 ＊＊＊＊さん 譲受人 ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊

さんです。以下記載のとおりです。６月５日・６日の２日かけて、関係者の聞き

取りを実施してまいりました。＊＊＊＊さんと＊＊＊＊さんは叔父と甥の関係に

あり、今回のこの土地については、＊＊さんの弟さんの自宅から近いため、弟さ

んが借り受け野菜を栽培しています。＊＊さんは今後、この土地で野菜を栽培し
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たいと考え叔父の＊＊さんに土地を譲り受けたいと申し出たそうです。＊＊さん

からは営農計画書も提出されています。以上のことから、農地法第３条第２項の

１号からから６号まで何ら問題なく、許可相当であると思われますので、ご審議

の程、よろしくお願いします。以上です。 

 

 事務局より補足説明をお願いします。 

 

それでは、補足説明いたします。 

今回の申請については、親族間での所有権移転となり、譲渡人である＊＊＊＊

さんから申請農地の贈与を受け、新規就農を図るためということで申請がありま

した。譲受人の＊＊＊＊さんは贈与を受けた後は、自家消費及び知人への贈答の

ために野菜を栽培する旨の営農計画書も提出されています。 

以上のことから、農地法第３条第２項各号に該当するか否かについて、いずれ

にも該当するものがなく問題ないものと思われます。以上です 

 

地区推進委員及び事務局の報告、説明が終わりましたので質疑を許します。 

 議案第７４号①について、質疑ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 異議なしと認め、農業委員の採決を取ります。 

 議案第７４号①について、許可することに賛成の農業委員は挙手をお願いしま

す。 

 

（挙手全員） 

 

 全員賛成ですので、議案第７４号、農地法第３条①は許可相当と意見決定いた

します。 

次に、議案第７５号、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対す

る意見決定について上程いたします。 

事務局より議案の朗読、及び説明を求めます。 

 

 【議案朗読】 

説明いたします。 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しについてですが、こ

の見直しの経緯につきましたは、まず県の方針がございます。県が地域の農業の

あるべき姿についてビジョンを描き、農政の推進目標として策定するものであ

り、おおむね 5年ごとに見直しを行い、その後１０年間を見直して定めることと

されています。現在運用している浅川町農業経営基盤の今日の促進に関する基本

的な構想については、令和２年度に見直しを行いまた。今回の変更は、農業経営

基盤強化促進法が改正され令和５年４月１日に施行されたことに伴い見直しを

行うものです。 

内容につきましては、お手元の資料のアンダーラインが引いてある箇所です。文
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言の整理を行うとともに、農業を担う者の確保及び育成に関する事項及び、農業

者による協議の場の設置に関する事項、地域計画が法定化されたことに関する事

項の追加記載を行ったものです。以上です。 

 

 事務局より説明が終わりましたので質疑を許します。 

議案第７５号、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対する意見決

定について、質疑ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

 質疑なしと認め、採決いたします。 

議案第７５号、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対する意見決

定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします 

 

《挙手全員》 

 

全員賛成ですので、議案第７５号、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想に対する意見決定については原案のとおり決定いたします。 

次に、その他に入ります。令和６年度農業施策に関する要望事項の検討につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

《説明》 

 

事務局より説明がありましたが、少々時間を取りますので、皆さん資料をご覧

になっていただきたいと思います。 

 

 （資料に再度、目をとおす時間をとる。） 

 

それではどうでしょうか。皆さんから令和６年度の農業施策について要望やご

意見等ございますか。 

 

質問、よろしいでしょうか。 

 

はい、白川委員どうぞ。 

 

２ページの４．農地利用最適化交付金についてですが、浅川町農業委員会の交

付金の運用状況について教えていただきたい。 

 

農地利用最適化交付金については、委員の皆さんの毎月活動していただいた実

績に応じて委員の皆さんの報酬に上乗せして使わせていただいているほか、事務

局の事務費として使用させていただいております。 

 

年度で残金などは、どうなっているのですか。 
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残金については発生しておりません。すべて、事務費又は委員の皆さんの報酬

に上乗せされている形になっています。 

 

外に要望や質問はありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

特にないようであれば、浅川町農業委員会として要望や意見は無しということ

で、農業会議に報告をしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

それでは、このように設定します。 

その他に入ります。皆さんから何かございませんか 

 

次回総会は７月１９日（水）午後１時３０分予定です。 

  

それでは、以上を持ちまして第３６回浅川町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

ご起立願います。礼。ご苦労様でした。 

 

 

 浅川町農業委員会会議規則第１８条第２項の規定により署名押印する。 

 

 

 

 

 浅川町農業委員会 会     長                  ㊞   

 

 

 

同     議事録署名委員                  ㊞   

 

 

 

同     議事録署名委員                  ㊞                                         


